
適正な事業運営及び実地指導
における指摘事例等について
（障害児通所支援事業関係）

神戸市福祉局監査指導部
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この資料は・・・・・・

障害児通所支援事業者様に注意いただきたいこと

実地指導で指摘が多かったこと

を、まとめております。事業所運営の役立てて際にご確認
ください
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事故防止と発生時の対応について
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Ｒ２年度 9 9 2 4 6 4 6 40

Ｒ元年度 13 3 2 3 4 0 9 34

Ｈ30年度 7 7 6 5 4 0 9 38

合 計 29 19 10 12 14 4 24 112

本市への事故報告件数（障害児通所支援事業）
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事故防止対策徹底の事務連絡文
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事故が発生した時の事業所内の状況（イメージ図）

※黒い楕円⇒指導員、白い丸⇒利用児童（数名が出入り）

おもちゃすくいエリア
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当日は、支援イベントと
しておもちゃすくいがされ
ていた。そこには、複数人
の指導員や利用児童が集
まっていた。



男児が抜け出しと思われる出口

椅子等によるブロックする
も、椅子の下はくぐること
が可能。

施設内の現場写真

おもちゃすくいエリア（児童の動ける範囲）
テーブル付近や入口など指導員を数名配置
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一瞬のことでも事故につなが
ります。利用者の障害特性等
を踏まえ、安全配慮や事故防
止対策の徹底をお願いいたし
ます。
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サービス提供のばらつきを無くすためにマニュアルを作成し、その
中に、事故防止の観点から危険予測とそれに対する注意事項を適宜
盛り込むこと（事業所内で情報を共有すること）。

サービス利用者の潜在的・顕在的リスクや、リスク回避のためにど
のようなサービス提供を行っていくかを個別支援計画などに具体的
に記載し、事業所内で情報を共有すること。

令和サービス提供の際に死角が発生しないようにするなど、従業者
がサービス利用者の動きを把握し、目配りや気配りを欠かさない体
制をつくること（令和３年度にも死角となったスペースで事故が発
生）。

事故を未然に防ぐために



事故報告書の提出について

 事業者が市監査指導部へ報告する必要と認められる事故

（１）サービスの提供による利用者のケガ（医療機関受診等）
又は死亡事故の発生

（２）食中毒及び感染症等の発生
（３）職員（従業者）の法令違反・不祥事等（虐待を含む）の

発生
（４）その他、報告が必要と認められる事故の発生

死亡や重症等の重大な事案の場合は、速やか（※）に、まず
は第一報として電話やFAX 等で報告を行うこと（※発生当日、
または夕方・夜間発生時は翌日中）。

 注意事項

 事故報告書の様式等ＨＰ掲載先

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/ku
nituchi-yoshiki/index.html
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https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kunituchi-yoshiki/index.html


新型コロナウイルス等感染症発生状況報告

各事業所において新型コロナウイルス等感染症が発生した場合、以下の①
で報告してください。
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事故が起こってしまったときの対応指針

１．事故に対応する際の基本姿勢

利用者本人やご家族の気持ちを考え、相手の立場に立った発想で処
していく姿勢が基本。施設に責任ある、ないということよりも、まず
誠意ある態度で臨む。

２．事故対応の原則

（１）組織として対応（当事者意識を持って一体的な）

（２）事実を正確に整理、調査し、経過の正確な記録をとる。

（３）窓口を一本化した対応

３．事故対応のフロー

（１）事実の把握と家族等への十分な説明

（２）改善策の検討と実践

（３）誠意ある対応

※福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取り組み指
針(Ｈ14年３月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)より
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実地指導における指摘事項
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事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、支援の提供を
行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情が
ある場合は、この限りでない。

 事業所は、要件に該当するか否かまた支援に支障がないか慎重に判
断すること。

 やむを得ず受け入れる場合は、サービス提供記録にその内容・判断
理由等が明確にわかるよう記載・保管すること。

基準省令第36条（定員の遵守）

指摘事項・注意点

定員の遵守について



やむを得ず定員を超過して受入れた場合の注意点（加算）
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 利用者を11～15名受け入れた場合、人員基準上３名の
配置が必要

 この場合、上記３名は児童指導員等加配加算の算定（常
勤換算）には含めることができない

 人員基準を満たさない又は加算の要件を満たさないた
め、加算の算定ができない可能性あり



加算の届出に関する留意点
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障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなく
なった事実が発生した日から加算の算定はできません（算定して
いた加算の区分が算定されなくなった場合も同様です）。

加算の算定のできなくなった場合は、「なし」の届出が必要です

加算等が算定がされなくなった事実が発生した日以降に、再度の
加算を算定するためには、改めて算定開始月の前月15日まで（必
着）に届出を行うこと。

※障害児通所支援事業等申請手続きのてびきより
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 児童発達支援管理責任者の常勤配置１名が必置の事業所で未配置

 事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数に
達していない

 障害児の直接支援業務をボランティアに委ねていた事例

 常勤の直接支援員（生活支援員等）が１名必置の事業所で未配置

 従業者の雇用契約、タイムカードや出勤簿等帳票類、給与明細書
等が整備されておらず、勤務時間やその実態が確認できない（※
法人代表者が支援員となっている場合で未作成）

勤務体制の確保等に関する指摘事項（基準省令第第38条）
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勤務体制の確保等

労働関係法令等で、事業者は従業員の勤務時間を把握する義務が
あります。役員等が生活支援員等を兼務する場合も含めて、タイ
ムカード等による勤務時間の確認できる帳票類を整備すること。

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成及び提供した
サービスの客観的な評価等を行う者であり、原則、直接サービス
提供を行う従業者とは異なる人員です。送迎車の同乗の際に運転
業務を行うことは不適切であるため留意ください
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報酬算定に関する指摘事項

 実地指導で、個別支援計画に位置付けが必要にも関わらず、位置
づけられていないことがありました。

 個別支援計画への位置づけ並びに一連の手続きが適正に行われて
いない場合は、報酬請求を返還していただくことがありますので、
ご留意ください。

＜指摘が多かった加算の事例＞
延長支援加算、個別サポート加算Ⅱ、家庭連携加算、

事業所内相談支援加算、医療連携加算
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《参考》自己評価等の公表及び報告に関する通知文①
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《参考》自己評価等の公表及び報告に関する通知文②
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《参考》自己評価等の公表及び報告に関する通知文③
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